
総務部財政課

１　概要

　祉、社会保険及び保健衛生に関する施策）に要する経費に充当する。

　　※1「社会保障４経費」

　　　制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費

２　歳入歳出予算

歳入 （単位：千円）

7款
地方消費税
交付金

1項
地方消費税
交付金

1目
地方消費税
交付金

1,632,000

歳出 （単位：千円）

国県支出金 その他 一般財源

3款
民生費

1項
社会福祉費

1目
地域福祉費

120,751 2,223 10,500 108,028 108,028

2目
介護保険費

1,280,056 55,152 0 1,224,904 1,224,904

3目
障害者福祉費

3,815,704 2,748,670 0 1,067,034 1,067,034

4目
社会保障費

2,978,962 920,860 15,500 2,042,602 2,042,602

2項
児童福祉費

1目
こども保育費

3,638,169 2,828,300 1,600 808,269 808,269

2目
子育て支援費

11,336 8,379 94 2,863 2,863

3目
医療助成費

697,552 147,452 42,236 507,864 507,864

3項
生活保護費

1目
生活保護費

1,230,147 929,161 0 300,986 300,986

4款
衛生費

1項
保健衛生費

1目
健康づくり費

400,529 9,125 1,555 389,849 389,849

計 14,173,206 7,649,322 71,485 6,452,399 6,452,399

　　給付費負担金及び運営費負担金に要する経費

　　これらに伴う、地方消費税交付金の増収分は、社会保障４経費(※1)その他社会保障施策（社会福

引上げ分に係る地方消費税収の使途について

　　消費税率は、平成26年4月1日より5％から8％へ引き上げられ、地方消費税率についても100分の25

　（消費税率換算1％）から63分の17（消費税率換算1.7％）に引き上げられた。

　　また、令和元年10月1日からは消費税率が10％へ引き上げられ、地方消費税率については78分の22

　（消費税率換算2.2％（標準税率）、1.76％（軽減税率））となった。

※2 歳出事業費は、扶助費事業、幼児教育無償化に係る事業、国民健康保険特別会計繰出金、介護保険特別会計

繰出金及び後期高齢者医療特別会計繰出金に要する経費、並びに愛知県後期高齢者医療広域連合への療養

予　算　科　目 内　　容 予算額

地方消費税交付金（社会保障財源）

予　算　科　目 事業費(※2)
財源内訳 社会保障財源の

地方消費税交付金
充当可能経費


